
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

四

〇

号

自
殺
し
た
自
衛
官
を
巡
る
訴
訟
問
題
に
対
す
る
防
衛
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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自
殺
し
た
自
衛
官
を
巡
る
訴
訟
問
題
に
対
す
る
防
衛
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
四
年
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
「
た
ち
か
ぜ
」
に
勤
務
し
て
い
た
当
時
二
十
一
歳
の
一
等
海
士
が
自
殺
し
た
事
件

（
以
下
、
「
た
ち
か
ぜ
事
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
本
年
四
月
二
十
三
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
で
二
審
判
決
が
下
さ
れ
た
。

東
京
高
裁
の
鈴
木
健
太
裁
判
長
は
、
一
等
海
士
の
自
殺
と
上
司
に
よ
る
い
じ
め
の
因
果
関
係
を
認
め
、
「
上
司
が
調
査
や
適
切

な
指
導
を
し
て
い
れ
ば
、
自
殺
は
回
避
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
、
国
と
上
司
の
元
二
曹
に
計
四
百
四
十
万
円
の
賠
償
を

命
じ
た
一
審
横
浜
地
裁
判
決
を
変
更
し
て
、
約
七
千
三
百
万
円
の
賠
償
を
言
い
渡
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

今
回
下
さ
れ
た
二
審
判
決
に
対
す
る
政
府
、
特
に
防
衛
省
の
見
解
如
何
。

二

政
府
、
特
に
防
衛
省
と
し
て
、
今
回
下
さ
れ
た
二
審
判
決
に
対
し
上
告
を
す
る
考
え
で
い
る
の
か
。

三

今
回
、
遺
族
の
主
張
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
「
た
ち
か
ぜ
事
件
」
が
起
き
た
後
に
行
わ
れ
た
、

い
じ
め
行
為
の
有
無
に
つ
い
て
調
査
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
（
以
下
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
す
る
。
）
の
存
在
が
、
現
職
の
三
等

海
佐
の
内
部
告
発
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
は
破
棄

さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
存
在
は
否
定
さ
れ
て
き
た
。
同
省
が
ウ
ソ
を
つ
き
続
け
て
き
た
理
由
は
何
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

真
実
を
指
摘
し
た
三
等
海
佐
を
懲
戒
免
職
に
す
る
動
き
が
、
現
在
防
衛
省
内
で
出
て
い
る
と
の
報
道
も
あ
る
が
、
右
は
事

一



実
か
。
事
実
な
ら
、
三
等
海
佐
が
処
分
さ
れ
る
べ
き
理
由
に
何
が
あ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

勇
気
を
も
っ
て
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
存
在
を
指
摘
し
、
公
平
公
正
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
三
等
海
佐
を
処
分
す
る
こ
と
は

理
不
尽
で
あ
り
、
防
衛
省
と
い
う
組
織
の
良
心
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

六

前
途
有
為
な
若
い
人
材
が
失
わ
れ
、
遺
族
の
方
が
長
年
に
渡
り
悲
し
み
に
耐
え
て
こ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
防
衛
省
内
で

「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
が
隠
ぺ
い
さ
れ
る
と
い
う
不
正
義
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
鑑
み
て
、
政
府
、
防
衛
省
は
上
告
を
断
念
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

七

国
家
公
務
員
の
中
で
も
自
衛
官
の
自
殺
率
が
群
を
抜
い
て
高
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
「
た
ち
か
ぜ
事
件
」
以
外
に
も
、

自
殺
し
た
自
衛
官
を
巡
る
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
政
府
、
防
衛
省
と
し
て
、
自
衛
官
の
自
殺
の
背
後
に
潜
む
、

い
じ
め
を
は
じ
め
と
す
る
組
織
の
病
理
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
問
題
の
解
決
に
努
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


